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バリューローン取引規定

広島銀行DCカード、広島銀行JCBカード、JCB LINDAまたはJCBプラ
チナをお申し込みの方は除きます。
本規約は〈ひろぎん〉バリュ−ワンのサ−ビスのうち、バリュ−ロ−ンサ−ビ
スにつき、定めるものです。
第1条（当座貸越の利用）
1．株式会社広島銀行（以下「当行」といいます。）との〈ひろぎん〉バリュ−ロ−ン

契約書（以下「バリュ−ロ−ン契約」といいます。）にもとづく当座貸越取引は、
「〈ひろぎん〉バリュ−ワン入会申込書兼当座貸越契約書」（以下「申込書兼
当座貸越契約書」といいます。）記載の返済指定口座（以下「返済指定口座」
といいます。）の残高がない場合（総合口座取引の場合は、〈ひろぎん〉総合
口座取引規定による当座貸越の極度額に達している場合）に利用できます。

2．返済指定口座について、払戻しの請求または各種料金等の自動支払の
請求があり、前項に該当する場合は、当座貸越として自動的に貸出し、普
通預金に入金のうえ、払戻しまたは自動支払します。

3．バリュ−ロ−ン契約にもとづく当座貸越は、当行本支店のどこの店舗で
も利用することができます。

4．バリュ−ロ−ン契約による貸越金がある場合に、総合口座による貸越金
の担保となる定期預金の預入れ（追加預金を含みます。）があったとき
は、その貸越金は総合口座の当座貸越極度額または極度額の増加の範
囲内で〈ひろぎん〉総合口座取引規定による貸越金として取扱います。

5．総合口座による貸越金の担保となっている定期預金が解約されたこと
により、貸越金残高が総合口座取引の当座貸越極度額をこえた場合、こ
えた金額は、バリュ−ロ−ン契約第4条第1項の貸越極度額の範囲内で、
バリュ−ロ−ン契約による貸越金として取扱います。この場合、バリュ−ロ−
ン契約第4条第1項の貸越極度額をこえる金額があるときは、その金額
を直ちにお支払いいただきます。
第2条（返済方法）
1．バリュ−ロ−ン契約にもとづく貸越金の残高がある場合には、返済指定

口座に受入れ、または振込まれた資金（受入れた証券類の金額は決済さ
れるまで、この資金からは除きます。）は、貸越金の残高に達するまで、自
動的に返済指定口座から引落し、貸越金の返済にあてます。なお、総合
口座取引による貸越金がある場合は、バリュ−ロ−ン契約による貸越金
から先に返済にあてます。

2．当行はバリュ−ロ−ン契約第4条第1項に規定する貸越極度額をこえて、
貸越をした場合において、返済指定口座に受入れまたは振込まれた資
金（受入れた証券類の金額は決済されるまで、この資金から除きます。）
があるときは、貸越極度額をこえる額につき、各種料金等の支払いに優
先してこの返済にあてます。
第3条（通帳の表示）
1．第1条第1項ならびに第2項の場合、通帳の支払欄には、当座貸越の貸

越額と普通預金の払戻額（総合口座取引の当座貸越を利用した払戻額
を含みます。）は、合計して表示します。

2．第2条第1項の場合、通帳には普通預金の支払の記帳および当座貸越
の返済の記帳を省略します。

3．通帳の残高欄には、貸越金残高（総合口座取引による貸越金がある場合
は、その貸越金残高との合計額）または預金残高のいずれかを表示します。
第4条（利息の支払方法）
バリュ−ロ−ン契約にもとづく、貸越金の利息､損害金の支払い方法につい
ては、返済指定口座から自動的に引落し、または貸越金に組み入れます。
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第5条（解約等）
1．この当座貸越取引終了後において、当座貸越借入元金、利息金および

損害金債務が残存する場合には、返済指定口座に受入または振込まれ
た資金（受入れた証券類の金額は決済されるまで、この資金から除きま
す。）は債務完済に至るまで自動的に引落しのうえ返済にあてます。

2．返済指定口座を解約する場合には、通帳およびカ−ドを当行に提出して
ください。この場合、この当座貸越取引は当然に終了するものとします。
第6条（その他）
第1条第2項、第2条、第4条、第5条第1項の場合は、通帳および払戻請求
書なしで取り扱うものとします。

以上


